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「消費者問題及び消費者政策に関する報告（2009～2011 年度）」より 

 
これまでに消費者被害に遭ってしまったことのある方のうち、被害に遭ったことについて

誰にも相談していない方は、約４割に上っています。相談しなかった理由としては、半数以

上の方が「相談しても仕方ないと思った」ことを挙げられています。被害が救済されず、泣

き寝入りの状態です。 
 
 多くの方が相談する前から被害の回復をあきらめてしまう背景としては、消費者と事業者

との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自ら被害の回復を図ることに

は困難を伴うことがあると考えられるほか、被害を回復するために必要な手間や費用が、被

害額と比較して大きすぎると被害者が判断していることも一つの要因として考えられます。

こうした状況を踏まえ、消費者に生じた被害を一括して実効的に回復することのできるよう

な新しい訴訟制度の導入が求められています。 
 
 困ったときに頼るべき消費者行政に対する信頼度が、依然としてあまり高くないというこ

とも考えられます。消費者の安全の確保、取引・表示の適正化、といった各般にわたる具体

的な施策に全力で取り組み、実績（アウトプット）を積み上げていくとともに、実施した施

策の効果（アウトカム）について、これを測定するための指標を工夫するなど、消費者に分

かりやすく伝えていく努力が必要です。 
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.9
%)

、
③

ふ
と

ん
類

(4
.8

%
)、

④
ア

ク
 
セ

サ

リ
ー

(4
.0

%
)、

⑤
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

回
線

(3
.6

%
) 

消
費

者
が

要
請

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
業

者
が

家
庭

を
訪

問
し

、
消

費
者

を
勧

誘
す

る
ケ

ー
ス

が
ほ

と
ん

ど
で

あ
る

。
強

引

な
勧

誘
や

長
時

間
に

及
ぶ

勧
誘

な
ど

、
問

題
が

多
い

。
 

5 
無

料
商

法
 

3
1,

72
4 

①
ア

ダ
ル

ト
情

報
サ

イ
ト

(4
4
.1

%
)、

②
出

会
い

系
サ

イ
ト

(1
0
.0

%
)、

③
デ

ジ
 タ

ル
コ

ン
テ

ン
ツ

そ
の

他
(6

.5
%
)、

④
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

回
線

(3
.0

%
)、

⑤
移

動
通

信
サ

ビ
ス

(2
4
%
)  

「
無

料
」
を

う
た

っ
た

サ
イ

ト
を

利
用

し
た

と
こ

ろ
、

利
用

料
を

請
求

さ
れ

た
相

談
な

ど
が

多
い

。
最

初
の

数
ヶ

月
が

無
料

で
あ

っ
た

り
、

無
料

の
パ

ソ
コ

ン
等

を
特

典
と

し
た

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

回
線

契
約

の
相

談
も

多
い

。
 

6 
利

殖
商

法
 

2
8,

76
1 

①
フ

ァ
ン

ド
型

投
資

商
品

(3
7
.9

%
)、

②
公

社
債

(1
8
.4

%)
、

③
株

(1
4.

8
%
)、

④
 そ

の

他
金

融
関

連
サ

ー
ビ

ス
(4

.3
%
)、

⑤
分

譲
マ

ン
シ

ョ
ン

(4
.2

%
) 

怪
し

い
投

資
に

関
す

る
相

談
が

多
く

、
「
儲

か
ら

な
い

」
「
返

金
さ

れ
な

い
」
と

い
っ

た
相

談
の

ほ
か

、
な

か
に

は
詐

欺
ま

が
い

の
も

の
も

あ
る

。
 

7 
被

害
に

あ
っ

た
人

を
勧

誘
 

（
二

次
被

害
）  

1
8,

41
9 

①
株

(1
6
.1

%)
、

②
フ

ァ
ン

ド
型

投
資

商
品

(1
3
.7

%
)、

③
他

の
役

務
サ

ー
ビ

ス
 

(1
2
.4

%
)、

④
公

社
債

(8
.1

%
)、

⑤
教

養
娯

楽
・
資

格
教

材
(4

.1
%
) 

以
前

契
約

を
し

た
商

品
・
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
「
解

約
し

て
あ

げ
る

」
「
損

を
取

り
戻

し
て

あ
げ

る
」
な

ど
と

電
話

で
説

明
し

、
従

前
の

被

害
の

救
済

を
装

い
金

銭
を

支
払

わ
せ

る
ケ

ー
ス

が
多

い
。

 

8 
当

選
商

法
 

1
1,

64
5 

①
宝

く
じ

(5
7.

8%
)、

②
他

の
教

養
・
娯

楽
サ

ー
ビ

ス
(1

3.
3%

)、
③

デ
ジ

タ
ル

 コ
ン

テ
ン

ツ
そ

の
他

(7
.4

%
)、

④
出

会
い

系
サ

イ
ト

(5
.6

%
)、

⑤
飲

料
(1

.7
%
) 

海
外

宝
く
じ

の
ダ

イ
レ

ク
ト

メ
ー

ル
に

関
す

る
相

談
が

多
い

。
海

外
か

ら
不

審
な

信
書

が
届

い
た

と
い

う
相

談
も

み
ら

れ
る

。
 

9 
販

売
目

的
隠

匿
 

1
0,

20
7 

①
商

品
一

般
(7

.5
%
)、

②
ふ

と
ん

類
(6

.4
%
)、

③
フ

ァ
ン

ド
型

投
資

商
品

 (
4
.0

%
)、

④
ア

ク
セ

サ
リ

ー
(3

.8
%
)、

⑤
出

会
い

系
サ

イ
ト

(3
.4

%
) 

ふ
と

ん
類

で
は

ふ
と

ん
を

点
検

す
る

と
い

っ
て

訪
問

し
て

く
る

ケ
ー

ス
が

目
立

つ
。

フ
ァ

ン
ド

型
投

資
商

品
で

は
 
具

体
的

な
話

を
せ

ず
に

封
筒

や
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
が

届
い

た
ら

連
絡

が
ほ

し
い

な
ど

と
告

げ
て

連
絡

を
さ

せ
、

新
た

 な
契

約
を

さ
せ

る
手

口
が

多
い

。
 

1
0 

マ
ル

チ
取

引
 

1
0,

15
5 

①
健

康
食

品
(2

5
.1

%
)、

②
化

粧
品

(1
5
.7

%
)、

③
商

品
一

般
(7

.9
%
)、

④
飲

料
 

(5
.4

%
)、

⑤
フ

ァ
ン

ド
型

投
資

商
品

(5
.0

%
) 

健
康

食
品

や
化

粧
品

に
関

す
る

相
談

が
多

く
、

「説
明

さ
れ

た
よ

う
に

は
儲

か
ら

な
い

」
な

ど
の

相
談

が
み

ら
れ

る
。

 

1
1 

次
々

販
売

 
9
,8

72
 

①
ふ

と
ん

類
(6

.9
%
)、

②
エ

ス
テ

テ
ィ

ッ
ク

サ
ー

ビ
ス

(5
.9

%
)、

③
フ

ァ
ン

ド
型

投
資

商
品

(5
.2

%
)、

④
株

(4
.7

%
)、

⑤
公

社
債

(4
.3

%
) 

ふ
と

ん
を

は
じ

め
敷

布
や

シ
ー

ツ
な

ど
を

訪
問

販
売

で
契

約
す

る
と

い
う

ケ
ー

ス
が

目
立

つ
。

フ
ァ

ン
ド

型
投

資
 商

品
や

株
な

ど
の

投
資

商
品

は
、

被
害

を
取

り
戻

す
た

め
と

い
わ

れ
契

約
し

て
し

ま
う

ケ
ー

ス
が

多
い

。
 

1
2 

サ
イ

ド
ビ

ジ
ネ

ス
商

法
 

9
,6

89
 

①
健

康
食

品
(1

5
.0

%
)、

②
内

職
・
副

業
そ

の
他

(1
1
.8

%
)、

③
化

粧
品

 (
10

.6
%
)、

④

出
会

い
系

サ
イ

ト
(5

.2
%
)、

⑤
商

品
一

般
(5

.1
%
) 

解
約

・
返

金
に

関
す

る
相

談
の

ほ
か

に
、

「
説

明
さ

れ
た

よ
う

に
は

儲
か

ら
な

い
」
な

ど
の

相
談

が
み

ら
れ

る
。

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

介
し

て
ビ

ジ
ネ

ス
を

行
う

も
の

の
相

談
が

目
立

つ
。

 

1
3 

か
た

り
商

法
（身

分
詐

称
） 

5
,5

33
 

①
商

品
一

般
(7

.3
%
)、

②
公

社
債

(7
.2

%
)、

③
株

(6
.1

%
)、

④
フ

ァ
ン

ド
型

投
 
資

商
品

(5
.6

%
)、

⑤
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

回
線

(5
.4

%
) 

公
的

機
関

等
を

か
た

っ
て

架
空

請
求

を
し

て
く

る
相

談
や

、
証

券
会

社
な

ど
を

名
乗

っ
て

公
社

債
や

株
な

ど
を

高
く
買

い
取

る
と

い
う

電
話

が
か

か
っ

て
く
る

劇
場

型
の

相
談

が
多

い
。

 

1
4 

点
検

商
法

 
5
,2

96
 

①
屋

根
工

事
(1

1
.0

%
)、

②
修

理
サ

ー
ビ

ス
(9

.8
%
)、

③
ふ

と
ん

類
(7

.9
%
)、

④
 
浄

水
器

(7
.8

%
)、

⑤
建

物
清

掃
サ

ー
ビ

ス
(5

.7
%
) 

料
金

が
高

い
と

い
う

相
談

の
他

に
、

「
こ

の
ま

ま
で

は
危

な
い

」
と

強
引

に
契

約
を

さ
せ

ら
れ

た
と

い
う

悪
質

な
相

談
も

目
立

つ
。

中
に

は
公

的
機

関
を

か
た

る
ケ

ー
ス

も
あ

る
。

浄
水

器
の

相
談

件
数

は
年

々
減

少
傾

向
。

 

1
5 

景
品

付
販

売
 

4
,4

98
 

①
新

聞
(7

9.
5%

)、
②

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
接

続
回

線
(3

.8
%
)、

③
移

動
通

信
サ

ー
 
ビ

ス
(2

.4
%
)、

④
健

康
食

品
(0

.9
%
)、

⑤
携

帯
電

話
(0

.8
%
) 

新
聞

の
契

約
に

関
す

る
ト

ラ
ブ

ル
が

圧
倒

的
に

多
い

。
消

費
者

が
解

約
し

よ
う

と
す

る
と

、
販

売
業

者
が

景
品

の
返

還
を

求
め

る
ケ

ー
ス

も
み

ら
れ

る
。

 

（注
）１

 
（独

）国
民

生
活

セ
ン

タ
ー

「P
IO

-N
E
T

に
み

る
20

11
年

度
の

消
費

生
活

相
談

」に
よ

る
。
 

 
 

 
２

 
１

 件
の

相
談

に
複

数
の

販
売

方
法

・手
口

が
含

ま
れ

る
場

合
は

、
各

々
に

対
し

 １
件

ず
つ

カ
ウ

ン
ト
し

て
い

る
。
 

３
   
  「

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
通

販
」「電

話
勧

誘
販

売
」｢

家
庭

訪
販

｣「
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
オ

ー
ク

シ
ョ
ン

」は
販

売
方

法
に

問
題

が
あ

る
と

カ
ウ

ン
ト
さ

れ
た

も
の

の
み

を
対

象
に

集
計

し
た

。
 

４
 

｢販
売

目
的

隠
匿

」に
は

「ア
ポ

イ
ン

ト
メ

ン
ト
セ

ー
ル

ス
」は

含
ま

れ
て

い
な

い
。
 

資
料
８
－
６
 

6



資
料

８
－

７
新

た
な
「
消

費
者

基
本

計
画

」
（
概

要
）

こ
れ

ま
で
の
縦
割
り
行
政
の
転
換
の
拠
点
と
な
る
消
費
者
庁
・
消
費
者
委
員
会
の
創
設
に
よ
り
、
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
に
入
っ
た
消

費
者
政
策
に
つ
い
て
、

平
成

2
2
年

度
か

ら
の

５
年

間
を
対

象
と
す
る
計

画
を
定

め
る
も
の

。
本

計
画

は
、
消

費
者

庁
・
消

費
者

委
員

会
の

創
設

後
、
初

の
計

画
と
な
る
。

「
消

費
者

基
本

計
画

」
策

定
の

趣
旨

消
費

者
政

策
の

基
本

的
方

向

１
．
消

費
者

の
権
利

の
尊
重

と
消

費
者
の

自
立
の

支
援

（
１
）
消

費
者

の
安

全
・
安

心
の

確
保

ア
情

報
を
必

要
と
す
る
消

費
者

に
確

実
に
届

く
よ
う
、
迅

速
か

つ
的

確
な
情

報
の

収
集

・
発

信
の

体
制

を
整
備
し
ま
す
。

☆
Ｐ

Ｉ
Ｏ

－
Ｎ

Ｅ
Ｔ
・

事
故
情
報

デ
ー
タ

バ
ン
ク
を

活
用

し
た

情
報

収
集

・
発

信
体

制
の

整
備

イ
情

報
の

分
析

・
原

因
究

明
を
的

確
か

つ
迅

速
に
進

め
ま
す
。

☆
事

故
情

報
分

析
タ
ス

ク
フ
ォ
ー

ス
な
ど

を
通
じ
た

迅
速

・
的

確
な

分
析

・
原

因
究

明
☆

消
費

者
事
故

の
独
立

し
た
公
正

か
つ
網

羅
的
な
調

査
機

関
の

在
り

方
の

検
討

ウ
食

の
安

全
・
安

心
を
確

保
す
る
た
め
の

施
策

に
取

り
組

み
ま
す
。

☆
食

品
安

全
の

総
合
的

方
針
で
あ

る
「
基

本
的
事
項

」
改

定
☆

食
品

の
安
全

性
に
関

す
る
リ
ス

ク
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
の

一
層

の
促

進
エ

そ
の

他
、
消

費
者

の
安

全
・
安

心
の

確
保

の
た
め
の

施
策

を
着

実
に
実

施
し
ま
す
。

☆
消

費
者

の
「

重
大
事

故
等
」
の

範
囲
に

つ
い
て
検

討

（
２
）
消

費
者

の
自

主
的

か
つ
合

理
的

な
選

択
の

機
会

の
確

保
ア

消
費

者
取

引
の

適
正

化
を
図

る
た
め
の

施
策

を
着

実
に
推

進
し
ま
す
。

☆
改

正
特

定
商

取
引
法

の
厳
正
な

執
行

☆
消

費
者
契
約

の
不
当

勧
誘

･
不
当

条
項
規

制
の
在
り

方
や
消

費
者
団
体

訴
訟
の

対
象
拡
大

の
検
討

☆
住

宅
リ

フ
ォ

ー
ム
に

関
す
る
被

害
防
止

の
取
組
、

未
公

開
株

取
引

等
に

関
す

る
ト

ラ
ブ

ル
に

対
す

る
取

組
の

強
化

イ
表

示
・
規

格
・
計

量
の

適
正

化
を
図

る
た
め
の

施
策

を
着

実
に
推

進
し
ま
す
。

☆
食

品
表

示
関

連
法
令
の

統
一
的
運

用
や
一

元
的
な
法

律
の

制
定

な
ど

法
体

系
の

在
り

方
の

検
討

（
３
）
消

費
者

に
対

す
る
啓

発
活

動
の

推
進

と
消

費
生

活
に
関

す
る
教

育
の

充
実

ア
消

費
者

教
育

を
体

系
的

・
総

合
的

に
推

進
し
ま
す
。

☆
「

消
費

者
教

育
推
進

会
議
」
を

開
催
し

、
関
係
省

庁
が
連

携
し
て
消

費
者
教

育
を
体
系

的
に
進

め
る

体
制

を
確

立
イ

学
校

に
お
け
る
消

費
者

教
育

を
推

進
・
支

援
し
ま
す
。

☆
副

読
本

や
教

材
な
ど

の
作
成
、

教
職
員

の
指
導
力

向
上
を

目
指
し
た

セ
ミ
ナ

ー
開
催

ウ
地

域
に
お
け
る
消

費
者

教
育

を
推

進
・
支

援
し
ま
す
。

☆
消

費
者

教
育

の
多
様

な
主
体
の

連
携
の

場
の
創
設

エ
消

費
者

に
対

す
る
普

及
啓

発
・
情

報
提

供
に
努

め
ま
す
。

☆
各

種
消

費
者

ト
ラ
ブ

ル
に
対
す

る
啓
発

教
材
等
の

作
成
・

配
布

（
４
）
消

費
者

の
意

見
の

消
費

者
政

策
へ

の
反

映
と
透

明
性

の
確

保
☆

生
活

者
・

消
費

者
を

代
表
す
る

審
議
会

委
員
の
選

任

（
５
）
消

費
者

の
被

害
等

の
救

済
と
消

費
者

の
苦

情
処

理
・
紛

争
解

決
の

促
進

ア
消

費
者

被
害

の
救

済
の

た
め
の

制
度

の
創

設
に
向

け
検

討
を
行

い
ま
す
。

☆
不

当
な

収
益

を
は

く
奪
し

、
被
害

者
を
救

済
す
る

制
度
の

検
討

イ
裁

判
外

紛
争

処
理

手
続

（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
を
行

う
関

係
機

関
等

と
連

携
し
、
消

費
者

の
苦

情
を
適

切
か

つ
迅

速
に

処
理

す
る
と
と
も
に
、
紛

争
解
決
を
着
実
に
実

施
し
ま
す
。

☆
国

民
生

活
セ

ン
タ
ー

に
お
け
る

重
要
消

費
者
紛
争

の
和
解

の
仲
介
等

の
手
続

の
実
施
、

地
方
公

共
団

体
及

び
民

間
Ａ

Ｄ
Ｒ
機

関
と
の
連

携

（
１
）
地

方
公

共
団

体
へ

の
支

援
・
連

携
☆

「
地

方
消

費
者
行
政

の
充
実
強

化
の
た

め
の
プ
ラ

ン
」

に
基

づ
く

施
策

の
推

進
、

「
集

中
育

成
・

強
化

期
間

」
後

に
向

け
た
取

組
を
実
施

２
．
地

方
公

共
団
体

、
消

費
者
団

体
等
と
の

連
携

・
協

働
と
消

費
者
政

策
の
実

効
性
の

確
保
・
向
上

（
２
）
消

費
者

団
体

等
と
の

連
携

☆
適

格
消

費
者

団
体
に

対
す
る
支

援
の
在

り
方
に
つ

い
て

見
直

し

（
３
）
事
業

者
や
事

業
者
団

体
に
よ
る
自

主
的

な
取

組
の
促

進
☆

公
益

通
報

者
保
護
法

の
周
知
・

啓
発
及

び
公
益
通

報
者

窓
口

の
整

備
等

の
促

進

（
４
）
行

政
組

織
体

制
の

充
実

・
強

化
☆

消
費

者
行

政
に
係
る

体
制
の
更

な
る
整

備
等
の
検

討

３
．
経

済
社

会
の
発

展
へ
の

対
応

（
１
）
環
境

に
配

慮
し
た
消

費
行

動
と
事

業
活

動
の

推
進

☆
温

室
効
果
ガ

ス
排
出

量
の

2
5
％

削
減
に

向
け
た
国

民
運
動

の
実
施

（
２
）
高

度
情

報
通

信
社

会
の
進
展

へ
の
的

確
な
対
応

☆
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
取

引
に
関
す

る
消
費

者
問
題
に

つ
い
て

の
総
合
的

検
討
を

開
始

（
３
）
国

際
化

の
進

展
へ

の
対
応

☆
Ｏ

Ｅ
Ｃ

Ｄ
や

地
域

間
・
二

国
間
等
、

消
費
者

問
題
に
関

す
る
国

際
的
な
取

組
に
参

画
、
連
携

を
強
化

計
画

に
盛

り
込

ま
れ

た
具

体
的

施
策

が
実

効
的

に
機

能
し
て
い
る
か

が
重

要
。
重

点
課

題
ご
と
に
工

程
を
明

確
に
し
、
毎

年
度

、
消

費
者

委
員

会
の

監
視

機
能

を
最

大
限

に
発

揮
し
て
「
検

証
・
評

価
・
監

視
」
を
実

施
。
検

証
・
評

価
の

結
果

及
び
こ
れ
を
踏

ま
え
た
計

画
の

必
要

な
見

直
し
に
つ
い
て
閣

議
決

定
。

「
消

費
者

基
本

計
画

」
の

検
証

・
評

価
・
監

視
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消費者基本計画

平成 22年3月 30日

閣議 決
......... 
よ邑

(平成 23年 7月 8日一部改定)

(平成 24年 7月 20詔一部改定)
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1 消費者の権利の尊遂と消費者の自立の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2 地方公共間体、消費者EII体等との連携・協働と消費者政策の実効性の磯保・ i向上・・ 7

3 経済社会の発燦への対応・

第 3 r消費者基本音n凶jの検証・ 5手lilG・数祝・

[具体的施策}

1 消費者の権利の尊震と消費〆者の自立の支援

( 1) i自殺者の安全・安心の確保
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ア 情報を必要とする消費者に篠炎iこ総くよう、迅速かっ申告礁な情報の収集・発信の
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( 2)消費者の鴎主的かっ合渡的な選択の機会の{童保

ア 消費者取引の適正化を関るための総策を着実に推進します。 ・・・・・・・・・ 24
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ア 消費者数育を体系自]・総合的に推進します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3品

イ 学校における消資者教育を推進・支援します0 ・・・・・・・・・・・・・・・ 38

ウ 地域における消費者教育を推進・支援します。 ー‘・・・・・・・・・・・・・ 39

エ 消費者に対するi普及終発・情報機{共に努めます。 ・・・・・・・・・・・・・・ 40

(4 )消費者の主主見の消費者施策への淡映と透明性の確保・・・・ 42

(5 )消費者の被害警等の救済と?出資者の苦情処理・紛争解決:の促進

ア 消費者被害の数済のための制度の創設に向け検討告と行います0 ・ー・・・・・・ 43

イ 裁判外紛争処理手続 (ADR) を行う関係機関等と連携し、消費者の務情を適切かっ

迅速に処恕するとともに、紛争解決を務災に災施しますo ・・・・・・・・・・ 45
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(;， )事業者や事業者|週休による自主的な取組の促滋・

(4 )行政%11織体制の充実・強化・

3 絞済討会の発注量への対応

• 51 

・52
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( 2) 消費者の自主的かっ合渡的な選択の機会の確保

ア 消費者取引の適正化を図るための施策を者実に推進します。

}j証策
具体的施策 被当省庁等 実方面持矧

番号

41 !角地il者などを~ll った怒質尚法対策の光実・ 消費者庁 *H!統的lこ災絡しま

強化を図るため、特;怠商取引法のiUH言及び消

費者被害の実態令!踏まえ、同法の厳正な執行

を行います。

11-2 通信販売符について、特定丹羽取引法の執行 消費者庁 総統的に実1悔しま

を十jl¥7志する]創立として、 i爵{首H反発事業者?に対 す。

し不適切な広告の改 を{)J:::すとともに、イン

ターネット・サービス・プ口パイダや余融庁

などに対し、違法な電子メーノレ広告等の情報

を提供することにより、ウエブサイトの削除

や口肢の停止等を促します。

11-3 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 消費者庁 平成 24年度上半期1

及びその関i護法令について、制度商.1議F円減 を伺途に検討を 1'1"'

の問題点の数理を行い、政省令.JJ選遼などで い、対応します。

対応可能なものは速やかに対比、します。

42 消費者契約I去に燃し、消費者契約に関する 消費者J'T 消繋'者契約に関する

情報提供、不総務勧誘の規:WJ、迎合目 j京員IJを 法務省 r&宇IJ例害事の収集・分

合め、インターネット取引の欝及を踏まえつ 関係省庁等 析の結果も踏まえ、

つ、消費者契約の不当勧誘・不当条項規制の 引き i売き検討しま

干t:り }Jについて、民法(僚機関係)改正の議 す。

論と連携して検討します。

また、消費者自j体訴訟制度における羨1.1訴

訟の対象について、 J11包絡消費者liH{1三によるJA

用状況な締まえつつ、その拡大について、 I~司

係省庁のi協力合得て検討します。

13 特定1湖取引t去の適用|徐外とされた法律など 消費者斤 関係省庁における執

の消費者保護関連法について、消費者被答の 関係省、J'T等 i'H人況の随H寺取りま

状況などを織まえ厳JEな法執行を行うととも とめ、公表について

に、執行状況について随時とりまとめ、公表 は、司ZJ求 22年度J早

します。さらに、?対該状況を踏まえ、必要な IVI1こ開始し、以降車l*

24 
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1 (2) ア 消費者取引の適正化を悶るための施策を着実に推進します。

施策
具体的方極策 扱き当今言庁空宇 実施時期i

番号

執行体制強化や制度改定などを行います。 統的に実施します。

消費者庁は、消費者委員会の窓見を繍きな

がら、必要lこ応じ各省庁の具体的な耳主総を促

します。

44 マンション投資への怒号室な勧誘から消費者 消費者庁 実施淡み。

を保護するため、契約締結前の行為規制l及び i翠土交通省 (宅地建物取引業法

契約締結後の消費者保目撃規定の充実につい 施行i見直IJの改正の婚

て、災態犯擦の上、省令・ 3掻遼改正で可能な 長聖書事を行った。)

j昔霞は早急、に講じるとともに、取引の安定性

にも考慮して法的措鐙について検討し、結論

を得ます。

44-2 ① 寅令属等の買取芸能者による治、81な自宅へ 消費者庁 ①実胞済み。

の紡 It~ 貿取りから消費者会保護するため、 撃事察庁 (被害実態を抱擁し

被審実態を早急に総援の上、治資者への校 経淡産業省 たよ、資金燦等の訪

主主喚起害事現行制度上可能な捨麓を講じま 問輿取りを行う響楽

す。 者が協:密すべき点、を

② その一方で、黄金属等の寅取業者による 公表した{也、注意喚

強引な自宅への訪問段取りから消費者を保 定E等を実施。)

穫するための法的措畿について被害笑怒の ②一部災施済み(注

正磯な把握に努めつつ検討し、結論を得ま 4，'刊2)。

す。

45 改正割賦叛売法9を適切に運用し、また関係 経済産業省 継続的に爽施しま

事業者へのi盤守を徹底させることにより、ク す。

レジット数引等のi歯切な対応を進めます。ま

た、決済代行や仲介・媒介業者などが関連す

る担Ji答についても、{司法のJ1医用をiii1じて適切

な対応をi生めます。

46 改正貸金業i去を円滑に実施するために必聖書 消費者庁 継続的に笑施しま

な施策を検討します。多E引責務問題の解決;の 警主祭Ji乞 す。

ために、了殺に事情を防いでアドハイスを行 金融J'f

う相談窓口の整備・強化などを校とする「多 総務省

(持“ z) r特宝腐敗01に関する法搾の v 部を改正する法律案j を院会に提出i骨J，。
リ高齢者等に対する侭J}IJクレジットを利用した訪問販売による被容の深刻化壮どにかんがみ、訪問販売噂を行う加盟肢

の行為についての鍛査や消資者の支払能力潟査などをクレジット業者に義務づけた(平成 20年 6月間，1改正割紙販売

法公布、平成 22年 12Y117日完全純m。

25 
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1 (2) ア 消費者取引の適正化を徐lるための施策を務突に推進します。

施策
具体的筋策 4担当省，(J'号事 災i長時刻1

活字予

議{費務問題改鋒プログラムlOJを務災にJi;Jj匝 法務省

します。 財務省

文部科学省

厚生労働省

経済語表業省

17 商品先物取引法11の迅速かっ適正な執行を 燦林水E設省、 継続的に実絡しま

行います。 総詰年E主業省 す。

18 外関為替統拠金取引やファンドを取り扱う 金融庁 引き続き実施しま

主主主張業者について、↑斉報収集に努め、余国官許当 す。

品取引 t去を滋IE~こ運用するとともに、投資家

保護上必要書な行政対応を災Jj留していきます。

また、当局からの被援手続開始の申立てに

ついては、必要があれば、迅速かっ遡切な運

照会行います。

49 関係省庁との緊密な連携を図り、!罰{給者な 警察庁 継続約に実施しま

どを犯った悶aの長'-1告を脅かす悪質な役1活経

済事犯に重点を霞いた取締りそと抑迭し、被害事

8後に向けた犯~収採の保余等lこ努めるとと

もに、消費生的への影響を早期に排除するた

め、迅速かっ機敏な対応による被苓拡大fl}5Jlニ

対策合推進します。

50 級資{県吉正金詐欺や然変請求詐欺等につい 撃手察庁 継続的に実施しま

て、その取締りを強化します。 す。

51 融資保証金詐欺ァや架決議求詐欺智ーに利用さ 警警察庁 継続的に実施しま

れる携帯君主話や預貯金口座の不正な流通を紡 す。

止するため、関係法令を線使した取締り'li:-Hfo

'" r多重債務問題改善プログラムj は、政府及び関係機関が語まちに取り総むべき具体的な施策をまとめたものであり、

以下の 4.'~，を住とするものでめる(平成 19 年 4 月 20 日多重僚務者対東本部決定)。

7事に事情を開いてアドバイス在行う摘談窓口 0)数備・強化

・借りられなくなった人に対する顔の見えるセーブテイネット貸付けの提供

ー多重債務省発生予防のための金瓢紅=清教育の強化

-ヤミ哉の撲滅に向けた取締りの強化

11 1"使いや「いJr透明なJrトラブノレのない」繭品先物市場営実現γるため、溺品取引所法が改正され 名称も閥品先

物取引法に変更された(平成 21年 7月刊話公布、平成 23年 1月 1日完全施行)"消費者の保獲を隠るため、取引所取

引に加え取引所外取引や海外商品先物取引に~，いて参入規制(昔:可制)を導入した。来た、勧誘を型旅しない 般車百客

への訪問・軍縮による勧誘(不招請勧統)の原則禁止停についての規定を導入し、行為規制を猿化した。

26 
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1 (2) ア 消費者取引の適正化を凶るための施策を務災に維巡します。

施策

若手号
具体的施策 扮'!l省庁等 ~J.臨時期

進します。

52 検挙事例の分析や捜査手法の研究等を通 事手話連11" 総統的に実路しま

じ、国民生活を脅かすa懇綾な生活経済事犯に す。

係る捜査態勢の光実・拡充を推進します。

53 家賃{責務{単:絞をめぐる消費者相談等の状況 消費者庁 検討のi占来、可能な

にかんがみ、家蓄を僚務保E正会社に対し、業務 闘士交通省 ものから逐次実絡し

のi商工巨な実施に当たって遵守することが笠ま ます。

しい事項、不当な取立て1i'為を行わないこと

等をf笥知する等、賃借入の殿住の安定を図る

ための取組を検討します。

54 民間賃貸住宅の契約の適正化のため、「原状 国土交通議、 実施済み。

殴復をめぐるトラブノレとガイドラインj を待 u原状回復をめぐ

改訂し、「賃貸住宅標準契約著書j については免 るトラブノレとカ守イド

匿し検討後、改訂を行います。 ラインj の再改訂及

び f賃貸住宅様準契

約 j の改訂を行

い、その公表を行つ

た。)

55 既存住宅流通やりフォーム工事に係る懇笈 悶土交通省 継続的に実施しま

事案の被害~I坊Jl:の綴点、から、事実主の内容を公 す。

表します。さらに、被答者救済の観点から、

{呆註・保険制度を充実させるとともに、これ

らの制度の周知を図ります。また、保険を孝IJ

照する登録事業者の情報をウエブサイトで公

表します。

56 リフォーム工事に係るトブブノレの原因とな 凶生:交通省 高~統的 iこ主主総しま

る怒質な過剰IJ~告求、工事途中の迫力 l請求、過

大な工事による過大務求を消費者が率的に@]

避できるようにするため、消費者からの械設定

に応じて工撃の内容や価格、事業者に存在A認す

ベき点、等のアドバイスを行います。
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1. (2) ア 消費者取引の適正化を閲るための施策を寺苦笑に推進します。

施策
具体的1jm策 t担当省庁符 :)i;)j(lil時期l

番号

，57 ハウスメーカーの倒産による消iil:殺の被答 間上交通省、 総統的に施しま

を;;jミ然lこ!坊』こするため、工事の出来高に照ら す。

して適切な支払いを行うなどの対応をとるよ

う周知するとともに、ヲ己成{思統制度の適正な

}翠尽について検討を行います。

58 有料老人ホーム等に係る表不のi鐙JE化、入 厚生労働省 実施済み。

府契約のi鼠.iE化、関係法令のi遵守等につい (法改正を行うとと

て、都道府祭に対して指導の徹底を嬰請しま もに周知を行うこと

す。 としTこ。)

58-2 有料老人ホーム等lこ係る入燦 H寺金の実態 厚生労働省 。|き続き検討しま

在把綴し、償却についての透明性を廷に高め す。

るための方策も含め、入股戸時余のず王り;与に

ついて検討します。

59 インターネットを通じた取引の鴻加や多様 国土交通省 実総括寺み。

化する旅行者ニーズ等に適切に対応、するとと (主主光斤) (違反した旅行業者

もに、主主イ云や契約とそぐわない宿h:l)高設、ダ の処分・指導内容等

フツレブ‘ッキング、業者倒産によるすら納金のこ をホームベージによ

げつき等の消安者被 を未然に防止するた り情報緩f!与を凶っ

め、事業者への指導や終発ノミンブレットの作 た。)

日比等による消費'者への情報提供の充実等を隠

ります。

60 米公開株、 f土俵、ブアンド取引等を利用し 消費者斤 …部実 )j返済み(山

た高齢者などを狽った詐欺的担当法による新た 警察庁 同)。継続的に実Iia・

な消費者被害手の当事妥さについて、情報集約から 金融庁 引き絞き検討しま

取締りまでを一貫して、かっ迅速に行う体制 す。

のもと、取締りを強化します。また、高齢者

に被害が集中していることを締まえ、多様な

チャネノレを通じた 7t~主喚起・普及啓発を強化

します。さらに、被苦手の紡Uニ・回復の迅速化

等に!古]けた制度の運用・ 2整備の振り方につい

ても検討を行います。

特に、無登録業者や!!~胤募集者等による i議

f河川①金搬出i品取引法上の無3菱銀業者が非 k場の株器等の売付け等を行った場合にその究院契約を原則として無効と

するノレ…ノレの創設等を感り込んだ改正金融商品取引点、が施行(部担IJ引土げは平成 23年6丹、その他的項闘はi南保 11fI 
施行)。②適絡機締役賢'京等特例業務に係る問題に対応すべ〈法令改正及び敢瞥指針改正を実純(平成 24年 4月施行)。
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1 (2) ア 消費者取引のi麗:正化を潔lるための施策を務災に推進します。

施策

番号
具体的施策 担当省庁若手 実施H寺期

i去な勧誘行為について、国E誌に対する情報提

{共と注意喚起をー麗充災させます。怒質な業

者に対しては文書芸による警公を行うほか、際

係行政機際の間で情報交換・ 3意見交換を行う

ことにより、被機の米然志lj止及びt広大防止を

図ります。

60-2 C02排出権取引への投資に係る諸問魁につ 消費者庁 直ちに検討に着手し

いて、相談の実態や類似の取引に対する規制 金高虫斤 ます。

の状況等を踏まえ、効果的な対応策について 経済康楽街f

検討します。 環境省

61 いわゆる fマルチ耳目IJに関寸る苦情校i談 消費者庁 災施済み。

の実態を踏まえ効来的な対応策について検討 関係省庁等 (マノレチ取引に係る

します一。 災態調査を実施し、

その結果:等を踏ま

ぇ、消費者凶制|

起を行っている。)

62 無主主録業者等による未公隣株の販売等やブ 金融庁 引き続き実施しま

アンド業者による資金の流胤等の詐欺的な事 す。

2震が見られるところ、喜善係機関と迷携し、金

融商品取引法逮反行為を行う者に対寸る裁半Ij

所への禁止命令の申主主て及びそのための調資

の制度の活用を進めます。

63 消費者信用分野における諸問題について、 金自由庁 引き続き検討しま

各関連法令の施行状況や各業態等における取 詩書係省J't等 す。

引実態などを踏まえ、消費者信用全体の観点

から検討します。

64 金融機関等に対し、，不IE利用口座に関する 金敵J1' 高官設について、継続

情報提供を行うとともに、広く一般に口座の 財務省 的に実施します。

不正利用防長室に対する注意喚起を促す綴点か 一部爽臨済み(机

ら、 E当該情報提供の状況毒事につき、四半期鉢 制)。

に公表を行います。 後段について、引き

ri民り込め詐欺救淡法に定める瀕保納付金 統き検討します。

を巡る言者設定皇に関するプロジェクトチーム」

付l州最終取りまとめの機雷を踏まえ 預保納付金の此体的使途な規定した主務省令を制定した♂
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1 (2) ア 消焚者取引のi遡J1::化を121るための施策会活実に111滋します。

胞策
具体的施策

書干号
娘当省/I'等 実方包H寺JlIJ

による最終取りまとめ Ui'真保納付金の具体的

俊治についてJ)に恭づいて事業の娘い司王を決

定するとともに、当該jf!い手において事:芸能i箆

鴬の公正tt・透明性が1確保されたj二で、何事

業が速やかに開始され、)1:く犯罫E被答者等の

支援が機関されるよう、 i鐙切な対応を行いま

す。また、被害者への送金については、引き

続き、送金需IJi交の潟知徹底を悶るとともに、

余融機関による i被答が疑われる者JIこ対す

る務械的なi車絡宅事の取籾を似すことにより、

i返金主事の向上に努めます。

65 キャッ、ンュカード利用者に対し、偽i蜜キャ 殺害義11' 継続的に爽絡しま

ッシュカ}ドによる被安防止へ向けたカード 金紋庁 す。

管理上のj主主主喚起を災旋するとともに、食同虫

機関の犯罪紡比策やð~若手発生後の対応機緩へ

の取組状況をフォローアップし、各穣被警手

口に対応した金融機関における防止策等を促

巡します。

66 金i¥ilJ:j機関に対し、意見交換会等を通じて振 型車察庁 継続的に業施しま

り込め詐欺に!謝する注窓喚起簿;を引き続き行 金敵'，11' す。

うことにより、被害の米然防ーJ:及び依大防止

.~ìf;:びに被害回復に向けた金融機関の取;，\Il :tよ

り一層促進します。

67 各省庁所管の公共料余絡について、従来か 消費者庁 爽施済み。

ら消費者11への協議や閣僚 議への付講義を 関係省庁等 (公共料金等の新鋭

行ってきていますが、消費者rî~. ìl~ ~若者委員会 設定についても消費

の関与の伝り )Jを含め、そのj:j紛みのj乳岐し 者一 Il~ との協議等を千J

などの検討を行い、必、主要なJ首綴を講じます。 うこととした。)

67-2 公共料金等の決定過干誌の透明性、消費者参 i出焚者11 速やかにヰ苦手し、調査

衡の機会及び料金のi厳正情性の確保安保つ観点 消費者委員 続的に爽施します。

から、以下の施策について検討し、l[y、り品目み 〆z2コh丈

ます。 名公共料金

① 所管省庁における公共料金等に係る情報 等所管省庁

公開の実滅状況についてブオ口一ア yプ
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1 (2)ア 消資'者取引の適正化を法lるための施策を義Z起に撒進します。

焔策

番号
具体的施策 胞当省)'[等 実施時期

② 公共料金等の決定過1穫で開催される公聴

会や審議会における消費者参閣の実質的な

確保

③ 据え援きが続いている公共料金等を含め

料金の妥当性を継続的に検従する具体的方

f去の検討と実施

68 警備業法に規定されている契約内容の審悩 警察庁 継統的に実施しま

3主{せが磯実に行われるよう推進することによ す。

り、消費者取引における情報提供の適正化を

IZIります。
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費
者
庁

消
費
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庁

長
官

次
長

審
議

官

参
事
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総
務
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消
費

者
政

策
課

消
費

者
制

度
課

消
費

生
活

情
報

課

地
方

協
力

課
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費

者
安

全
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引

対
策
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表
示

対
策

課

食
品

表
示

課

資
料
８
－
９

消
費

者
行

政
の

基
本

的
枠

組
み

／
消

費
者

取
引

関
連

予
算

の
推

移

（
独

）
国

民
生

活
セ
ン
タ
ー

審 議 役

総 務 部

総 務 課

企 画 調 整 課

広 報 室

資 格 制 度 室

経 理 部

経 理 課

管 理 室

情 報 管 理 部 業 務 課

情 報 管 理 課

情 報 シ ス テ ム 課

相 談 情 報 部 相 談 第 １ 課

相 談 管 理 課

相 談 第 ２ 課

商 品 テ ス ト 部 テ ス ト 第 １ 課
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2
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3
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人
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勤
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人
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9
1
人
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4
.4
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実

員
数

）

19



 

  ○
 

P
IO
-
N
ET

と
は
 

自
治
体
は
、
国
民
の
消
費
生
活
（
商
品
購
入
・
契

約
等
）
に
関
す
る
苦
情
相
談
を
受

け
付

け
る
相
談
窓
口
（
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
）
を
設

置
し
、
消
費
生
活
相
談
員
に
よ
る

問
題

解
決
の
支
援
（

相
談
処
理
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

 
 

消
費
生
活
相
談
員
が
、
消
費
者
（
相
談
者
）
か
ら
苦
情
相
談
を
受
け
た
と
き
は
、
相

談
者
か
ら
「
聞
き
取

り
」
を
行
い
、
相
談
の
内
容
に
応
じ
た
苦
情
の
解
決
の
た
め
の
「
相

談
処
理
」
を
行
い
ま
す
。
 

 
 

「
聞
き
取
り
」
か

ら
「
相
談
処
理
」
の
過
程
は
す

べ
て
記
録
さ
れ
、
全
国
の
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
に
は
、

こ
の
よ
う
な
苦
情
相
談
の
記
録
が
蓄
積
さ
れ
ま
す
。
 

 
 

こ
の
苦
情
相
談
の
記
録
を
収
集
し
て
、
消
費
者
行

政
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
構
築
さ
れ
た
の
が
、「
全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
（
P
I
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N
E
T）
」

で
す
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P
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-
N
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法
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用
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ど
 

 
・

 
国
・
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方
公
共
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費
者
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企
画
・

立
案
及
び
国
民
・
住
民
へ
の
情
報

提
供
 

 
・

 
自
治
体
（
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
）
の
消
費
生
活

相
談
業
務
に
対
す
る
支
援
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消
費
生
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報
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民
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地
方

消
費

者
行

政
の

現
状

（
ポ
イ
ン
ト
）

１
．
相
談
窓
口
の
現
状

年
度

区
分

H
７

…
H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

合
計

3
9
5

5
7
8

5
0
1

6
1
1

6
7
9

7
2
1

都
道

府
県

1
6
0

1
4
0

1
2
3

1
1
6

1
1
3

1
1
0

政
令

市
2
1

2
0

2
6

3
0

3
0

3
1

市
区

町
村

2
1
4

4
1
8

3
5
1

4
6
2

5
3
3

5
7
6

広
域
連
合
、
一

部
事

務
組

合
0

0
1

3
3

4

（
１
）
消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
数

：
３
年

間
で
２
２
０
カ
所

増
加

（
２
）
市

区
町

村
（
政

令
市

を
除

く
）
に
お
け
る
相

談
窓

口
（
消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
含

む
）

の
設
置

状
況
：
３
年
間
で
２
２
８
自
治
体
増
加

２
．
消

費
者

行
政
担
当
職
員
の
配
置
状
況

（
１
）
消

費
生

活
相

談
員

の
配

置
：
３
年

間
で
5
5
5
名

の
増

員

注
１
）
平

成
2
0
年

度
ま
で
は

内
閣

府
国
民

生
活
局

「都
道
府
県
等
の
消
費
者
行
政
の
現
況
（
平
成
2
1
年
2
月
）
」
、

平
成

2
1
年

以
降

は
消

費
者

庁
「
地

方
消

費
者
行

政
の
現

況
『
平

成
2
4
年

度
地

方
消
費

者
行
政

の
現
況

調
査
（
第
1
次
）
』
」
参

照
注

２
）
各

年
度

と
も
４
月
１
日
現
在

注
３
）
平

成
2
0
年

ま
で
は

週
４
日
以

上
相
談

窓
口
を
開

設
し
て
い
る
窓

口
の

数
を
、
2
1
年

以
降
は

消
費
者

安
全
法

に
基

づ
い
て
設

置
さ

れ
た
消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
の

数
を
計
上

。

（
２
）
消

費
者

行
政

担
当

の
事

務
職

員
数

の
配

置

年
度

区
分

H
７

…
H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

相
談

窓
口

設
置

の
市

区
町

村
数

-
-

1
,3
7
5

1
,4
9
0

1
,5
8
5

1
,6
0
3

（
設

置
率

）
-

-
7
7
.6
%

8
6
.1
%

9
1
.7
%

9
3
.1
%

う
ち
セ
ン
タ
ー
設

置
2
1
4

4
1
8

3
7
9

5
2
5

6
3
3

7
2
4

う
ち
単

独
設

置
-

-
3
4
8

4
6
2

5
3
2

5
7
5

広
域

連
携

-
-

3
1

6
3

1
0
1

1
4
9

う
ち
相

談
窓

口
設

置
-

-
9
9
6

9
6
5

9
5
2

8
7
9

う
ち
単

独
設

置
-

-
9
8
9

9
5
9

9
4
7

8
7
0

広
域

連
携

-
-

7
6

5
9

相
談

窓
口

未
設

置
の

市
区

町
村

数
-

-
3
9
6

2
4
1

1
4
3

1
1
9

(未
設

置
率

)
-

-
2
2
.4
%

1
3
.9
%

8
.3
%

6
.9
%

(参
考

)市
区

町
村

数
3
,2
5
7

1
,8
1
1

1
,7
7
1

1
,7
3
1

1
,7
2
8

1
,7
2
2

年
度

区
分

H
７

…
H
1
8

…
H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

消
費

生
活

相
談

員
2
,3
3
5

3
,7
3
2

2
,7
3
4

2
,8
0
0

3
,1
4
6

3
,3
1
9

3
,3
5
5

う
ち
資

格
保

有
者

-
-

-
2
,1
4
0

2
,3
2
8

2
,5
3
1

2
,6
1
4

割
合

(％
)

-
-

-
7
6
.4
%

7
4
.0
%

7
6
.3
%

7
7
.9
%

う
ち
資

格
未

保
有

-
-

-
6
6
0

8
1
8

7
8
8

7
4
1

割
合

(％
)

-
-

-
2
3
.6
%

2
6
.0
%

2
3
.7
%

2
2
.1
%

注
１
）
平
成
2
0
年
度
ま
で
は
内
閣
府
国
民
生
活
局
「
都
道
府
県
等
の
消
費
者
行
政
の
現
況
（
平
成
2
1
年
2
月
）
」
、
平
成
2
1
年
以

降
は

消
費

者
庁

「
地

方
消

費
者

行
政
の

現
況
『
平
成

2
4
年
度

地
方
消
費
者
行
政
の
現
況
調
査
（
第
1
次
）
』
」
参
照

注
２
）
各

年
度

と
も
４
月
１
日
現
在

注
３
）
平

成
1
9
年

以
前
は

｢消
費
者

行
政
本

課
｣及

び
｢消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
｣に

配
属

さ
れ

て
い
る
相
談

員
数
を
計

上
。

2
0
年

以
降

は
本

課
と
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
の

い
ず
れ
で
勤

務
し
て
い
る
か
、
実

態
に
即

し
た
数

値
の

報
告

を
求

め
て

い
る
。

年
度

区
分

H
７

…
H
1
4

…
H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

事
務

職
員

数
9
,4
5
3

1
0
,3
9
7

5
,6
4
6

5
,1
9
0

5
,2
2
6

5
,1
8
0

5
,1
6
0

う
ち

専
任

職
員

-
-

-
1
,4
9
4

1
,5
7
0

1
,6
6
2

1
,6
3
5

割
合

（
％

）
-

-
-

2
8
.8
%

3
0
.0
%

3
2
.0
%

3
1
.7
%

う
ち

兼
務

職
員

-
-

-
3
,6
9
6

3
,6
5
6

3
,5
1
8

3
,5
2
5

割
合

（
％

）
-

-
-

7
1
.2
%

7
0
.0
%

6
7
.9
%

6
8
.0
%

注
１
）
平
成
2
0
年
度
ま
で
は
内
閣
府
国
民
生
活
局
「
都
道
府
県
等
の
消
費
者
行
政
の
現
況
（
平
成
2
1
年
2
月
）
」
、
平
成
2
1
年

以
降
は
消
費
者
庁
「
地
方
消
費
者
行
政
の
現
況
『
平
成
2
4
年
度
地
方
消
費
者
行
政
の
現
況
調
査
（
第
1
次
）
』
」
参
照

注
２
）
各

年
度

と
も
４
月
１
日
現
在

注
３
）
平

成
1
9
年

以
前
は

｢消
費
者

行
政
本

課
｣及

び
｢消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
｣に

配
属

さ
れ

て
い
る
相
談

員
数
を
計

上
。

平
成

2
0
年

以
降

は
本

課
と
消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
の

い
ず
れ
で
勤

務
し
て
い
る
か
、
実
態

に
即

し
た
数

値
の

報
告
を

求
め
て
い
る
。

注
１
）
平

成
2
0
年

度
ま
で
は

内
閣

府
国
民

生
活
局

「
都

道
府
県

等
の
消
費
者
行
政
の
現
況
（
平
成
2
1
年
2
月
）
」
、
平
成
2
1
年
以
降
は

消
費
者
庁
「
地
方
消
費
者
行
政
の
現
況
『
平
成
2
4
年
度
地
方
消
費
者
行
政
の
現
況
調
査
（
第
1
次
）
』
」
参
照

注
２
）
各

年
度

と
も
４
月
１
日
現
在

資
料

８
－

1
1

（
単

位
：
か

所
）

（
単

位
：
人

）

（
単

位
：
人

）

21



19
,9

92
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 17
,8

09
 16

,3
80

 15
,9

79
 16

,5
40

 15
,6

09
 14

,7
29
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,1

01
 1

3,
03

4 
12

,2
12

 11
,0

34
 11

,1
97

 10
,0

81
 9,

85
3 

10
,8

37
 12

,1
22

 11
,6
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4,
09

8 

6,
54

7 
6,

46
1 

5,
22

6 

0

5,
00

0

10
,0

00

15
,0

00

20
,0

00

H
7

H
8

H
9

H
10

H
11

H
12

H
13

H
14

H
15

H
16

H
17

H
18

H
19

H
20

H
21

H
22

H
23

H
24

３
．
消
費
者
行
政
予
算
の
状
況

（
１
）
消

費
者

行
政

予
算

（
狭

義
）
の

推
移

注
１
）
消
費
者
庁
「
地
方
消
費
者
行
政
の
現
況
『
平
成
2
4
年
度
地
方
消
費
者
行
政
の
現
況
調
査
（
第
1
次
）
』
」
参
照

注
２
）
平
成
2
3
年
度
ま
で
は
最
終

予
算
額

で
あ
り
、
平

成
2
4
年

度
は
当

初
予
算

額
で
あ
る
。

注
３
）
「
基
金
」
と
は
、
「
地
方
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
」
を
指
す
。
同
基
金
は
、
消
費
者
行
政
強
化
に
取
り
組
む
地
方
公
共
団
体
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
り
、
基

金
の
取

り
崩

し
期

間
は

、
当

初
平

成
2
1
年

度
か

ら
2
3
年
度
と
さ
れ

て
い
た
が

、
2
4
年

度
ま
で
延

長
さ
れ
て
い
る
。

注
４
）
消
費
者
行
政
予
算
（
狭
義
）
と
は
、
消
費
者
行
政
本
課
及
び
消
費
者
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
予
算
を
指
す
。

（
２
）
消

費
者

行
政

予
算

の
無

い
市

区
町

村
数

（
単

位
：
百

万
円

）

年
度

区
分

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

増
減

市
区

町
村

広
義

の
予

算
2
2
3

1
7
0

1
4
1

1
5
8

△
6
5

狭
義

の
予

算
2
4
0

2
6
7

2
3
9

2
5
3

1
3

割
合

（
％

）
広

義
の

予
算

1
2
.9
%

9
.9
%

8
.2
%

9
.2
%

-

狭
義

の
予

算
1
3
.9
%

1
5
.5
%

1
3
.9
%

1
4
.7
%

-

注
１
）
消
費
者
庁
「
地
方
消
費
者
行
政
の
現
況
『
平
成
2
4
年
度
地
方
消
費
者
行
政
の
現
況
調
査
（
第
1
次
）
』
」
参
照

注
２
）
広
義
の
予
算
と
は
、
消
費
者
行
政
本
課
及
び
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
以
外
の
部
署
も
含
め
た
自
治
体

全
体
の
予
算
を
指
す
。

注
３
）
増
減
は
平
成
2
4
年
と
2
1
年
を
比
較
し
た
も
の
。

地
方
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金

自
主
財
源

1
3
,9
5
2

1
7
,3
8
4

1
8
,5
8
2

1
6
,8
2
8
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消費者取引に関する規制の効果の把握例 

 

 

【「消費者問題及び消費者政策に関する報告」（2009～2011年度、消費者庁）抜粋】 

 
 住宅分野のトラブルのうち、マンションの勧誘に関するものが増加傾向にありましたが

(図表)、2011 年８月に宅地建物取引業法の施行規則が改正され、宅地建物取引業者等が行

う次のような勧誘行為を禁止することが明確になりました。具体的には、①勧誘に先立っ

て勧誘を行う者の氏名等や勧誘目的を告げないで勧誘すること、②契約しない旨の意思を

表示しているのに勧誘を継続すること、③迷惑と思うような時間に電話したり訪問したり

することにより勧誘することを禁止しました。こうした取組により、最近では、消費者か

らの相談件数は大きく減少しています。 

 

 

【図表】 

 

 

資料８－12 
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平成23年度政策評価書

商取引に関する法律(以下「特定商取引法j という。)の厳正な執行
消費者トラブルの実態を踏まえ、経済産業烏との密な連携の下、悪質事業者に対する行政処分(業務停止命令幽指示)などを厳
正に行う。また、通信販売等について、特定商取引法の執行を補完する取組として、事業者に対し不適切な広告の改善を促すと
ともに、インターネット岨サービス司プロパイダ(以下 r1 S P Jという。)や金融庁などに対し違法な電子メール広告などの

を提供することによりウ工ブサイトの削除や口座の停止などを促す。また、警察との連携強化など、環境整備に必要な取組
を行う D

県の法執行の強化
地方消費者行政の充実関強化のためのプランJ (平成22年2月消費者庁)に基づき、地方公共団体からの行政実務研修員の積
的な受入れ・都道府県の執行援当者を対象とした研修の充実などによる人材育成や、法解釈などの情報の「ネットワーク」の
化といった固と都道府県の連携強化に必要な支援組協力を行う。

賦販売法、貸金業法、宅建業法、旅行業法(以下 r4業法」という。)により主務大臣が行う行政処分への対応
j去に基づき主務大臣が行政処分を行う際の協議などに的確に対応する。

メール法の厳正な執行
ール法に基づく規制園制度を運用する。

問販売等のトラブルの多い特定の取引について、悪質事業者に対する行政処分を厳正に行うこと等により、消費者保護を十
に確保する。

国とともに特定商取引法の執行を担う都道府県について、より一層の体制強化を図る。
4業法により主務大臣が行う行政処分について、協議、意見陳述等を通じ、消費者保護を十分に確保する。
このほか、特定電子メールj去を厳正に運用すること等により、一般消費者の利益を確保する。

消費者基本計画
(閣議決定)

平成22年3月30日 41. 41-2. 44. 44-2. 53. 154 

測定指標(個々の事業の実績)

定商取引j去の厳
な執行

48件 53件 43件

浦

標
。

目

4

玄り

の

)

円

一

「

と

値

司
ι
は

ご

(

百一
H
4
$
ホ

毎

淀

定

な

引

特
正

J
3

臣
民
化
商
び
ま
を

1
1
強
定
及
踏
行

汁
同
特
旨
を
執

上
実
正
趣
態
な

国
充
改
の
実
正

日
の
、
正
の
厳

μ
策
め
改
害
の

日
刊
対
た
の
被
法
す

H
法
る
法
者
同
ま

諮
商
図
引
費
、
、

-cR

質
を

子商取引モニタ
リング等事業

通信販売等について、
商取引法の執行を補

する取組として、通信
売事業者に対し不適切

な広告の改善を促すとと
もに、インターネット司

ビス圃プロパイダゃ
などに対し、違法 l年度ごとの目標
メール広告等の情 I (値)

を提供することによ
、ウヱブサイトの削除
口座の停止等を促しま

年度ごとの目標
( j直)
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平成23年度政策評価書

賃貸住宅の家賃等に係
る債権の取立てに関して

当な行為が発生する等.
家賃の支払に隠連する IJ法案審議中のた
貸住宅の賃借入の居住 lめ指標設定不可)

めぐる状況にかんが
、賃貸住宅の賃借人の

の確保を図る

メールの送
化等に関する法

』を厳正に運用しま

年度ごとの目標
(値)

年度ごとの目標
(値)

ール法

年度ごとの目標
(値)

6 {，牛 7{牛

平成23年
12月9日に閉会した第
179会国会において廃

となった。

10件

(平成23年度に実
施済み。)

|き続き、特定電
メール法を厳正

に運用すること等
により、一般消費
の利益を確保す

るロ
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平成23年度実績評価書

金融実態に却した利用者保護ルール等の整備・徹底

金融実態に対応した利用者保護ルール等を整備することにより、利用者が金融商品・サービスを安心して利用で、き
るような利用者の岳頼度の高い金融システムの構築を巨指しています。
このため、制定した利用者保護ルールの運用状況を注視し、そのフォローアップを適切に行うとともに、金融額連犯

罪の妨止等に取り組む必要があります。

金融サービスの利用者保護の仕組みが確保され、適切に運用されていること

21年度 22年度

10 

11 

振り込め詐欺救済法に基づ、く金融機関の被害者に対
する返金率

! ~ r+nnh:c ~ I基準年度58.04% :平成22年度|i I I -:A.L..L.. -'/~I より向上 74.38% 

巨標の達成状況

施策の総括的評価

(1) 23年度の達成度
A 

(2)端的な結論
豆

[達成度及び端的な結論の判断理由】
未公開株等の投資者被害を防止するための所要の制度整備(r資本市場及び金融業の基

盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」の成立(23年5月))を函ったほ
か、振り込め詐欺への対応(返金率の向上)を進めたこと等から、 23年度の達成度はrAJと
しました。
他方、利用者保護の充実に向けた取組みを更に進める必要があることから、端的な結論

はrIIJとしました。

(1 )必要性
富民が幅志く金融サービスを利用し、そのメワットを享受するには、賓が高く安心で、きる金

融サービス利用の機会が富民に提供されることが必要です。そのためには、同時に、 F金融
商品取引法」、 f貸金業法」、 f保険業法」、 f振り込め詐欺救済法」等の整備及び円滑な運用
など、利用者保護の取組みを進めていく必要があります。

(2)効率性
金融実態に却した利用者保護のために取り組む事務事業の多くは制度的枠組みの整備

等であり、特段の予算支出を必要とするものではありません。
なお、 f振り込め詐欺救済法」の運用においては、金融機関の取組みを促すことにより、効
率的に施策効果を実現していると考えています。
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(3)有効性

F金融商品取引法」の改正やf貸金業法」の適切かつ円滑な施行が着実に行われているほ
か、金融庁・財務局・都道府県に寄せられた賞金業者に係る苦情等受付件数や振り込め詐
欺の認知件数の減少等、利用者保護ルールについても適切な運用が行われているものと
考えています。
このような状況下、 PIO-NETにおける金融関係の苦情・相談の受付件数を見ると、 22年

度167，202件から、 23年度135，5851'牛へ(前年度比企18，9%)と推移し、 23年度については
減少しているほか、金融サービス利用者相談室における苦情・相談等についても、 53，0361'牛
(22年度)かられ，7261，牛(23年度前年度比企21.3%)に減少しています(うち個別取引・契約
における顧客説明と不適正な行為に係る相談件数も、 3，640件(22年度)から2，8411'牛(23年
度(対前年度比企21.9%))に減少)。

政策評価に慣する有識者会議

B 総務企画局企画課岳用制度参事官室F多重債務問題改善プログラム」
(19年4月20呂公表、 www.kantei.gojpペjp/singi/ saimu/kettei/070420/honbun.pdf) 
-総務企画局企画課岳用制度参事官室行改正貸金業法フォローアップチーム」の設置について」
(22年6月22ヨ公表、 http://www.fsa.gojp/news/21/kinyu/20100622-2.html)
-総務企画局企画課岳用制度参事官室F多重債務者相談強化キャンペーン2011の実施について」
(23年9月1B公表、 http://www.fsa.gojp/news/23/kinyu/20110901-2.html)
-総務企画局企画課岳用制度参事官室行多重債務者相談マニュアル」の改訂版の公表について」
(23年8月31B公表、 http://www.fsa.gojp/policy/kashikin/20110831-1.html)
-総務企画局企画課岳用制度参事官室行多重債務問題の解決に資する取組みを通じ健全な消費者金融市場の形
成に寄与した金融機韻」に対する大垣顕彰について」
(23年6月21ヨ公表、 http://www.fsa.gojp/news/22/sonota/20110620-1.html)
. r企業内容等の開示に慣する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正(案)Jに対するパブ、小yク
コメントの結果等について(22年6月4B公表、 http://www.fsa.gojp/news/21/sonota/20100604-4.html)
-企業内容等の開示に寵する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)(24年3月初日改正、
http://www.fsa.gojp/ common/law/ka出/01.pdf)

総務企画局企画課、総務企画局総務課冨襟室、総務企画局企画課調査
室、総務企画局企画課彊用制度参事官室、総務企画局企画課保険企画
室、総務企画局市場課、総務企画局企業開示課、監督局総務課、監督局
総務課郵便貯金・保険監督参事官室、監督局総務課金融会社室、監督局
銀行第一課、監督局保険課、監督局証券課
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予算の
状況

（億円）

２１年Ⅰ期 ２１年Ⅱ期 ２１年Ⅲ期 ２１年Ⅳ期 ２２年Ⅰ期
▲ 36.2 ▲ 32.7 ▲ 30.5 ▲ 28.4 ▲ 26.3

２２年Ⅱ期 ２２年Ⅲ期 ２２年Ⅳ期 ２３年Ⅰ期 ２３年Ⅱ期
▲ 24.9 ▲ 23.7 ▲ 23.3 ▲ 22.0 ▲ 26.8

２３年Ⅲ期 ２３年Ⅳ期 ２４年Ⅰ期 ２４年Ⅱ期
▲ 20.9 ▲ 20.8 ▲ 20.2 ▲ 18.5

２１年Ⅰ期 ２１年Ⅱ期 ２１年Ⅲ期 ２１年Ⅳ期 ２２年Ⅰ期
▲ 49.0 ▲ 43.3 ▲ 39.1 ▲ 36.2 ▲ 33.4

２２年Ⅱ期 ２２年Ⅲ期 ２２年Ⅳ期 ２３年Ⅰ期 ２３年Ⅱ期
▲ 30.9 ▲ 29.2 ▲ 28.0 ▲ 26.3 ▲ 34.8

２３年Ⅲ期 ２３年Ⅳ期 ２４年Ⅰ期 ２４年Ⅱ期
▲ 26.6 ▲ 24.3 ▲ 24.2 ▲ 21.7

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
14091 15646 15480 13321 12734

７年度 12年度 15年度 18年度
6.9 8.5 7.3 9.0 10.8

21年度 22年度 23年度
75 72 64

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

8276 15693 6614

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
824 598 519 516 442

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
42 40 36 36 15

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
56 46 42 43 46

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
130877 202153 229388 249588 250167

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
902 1000 975 1139 1190

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
5.0% 3.6% 2.5% 2.5% 2.6%

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
5507 8815 8878 8835 8739※

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

5.0（12.7) 5.1(10.8) 2.7.(8.6) 1.3(7.1)

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
99.73 99.78 99.79 99.80

取引の適正化

実績値

下請代金支払遅延等防止法の書面調査件
数

（件）

実績値

実績値

情報システムの稼働率
実績値

マルウェア感染率
※23年度は23年第４四半期、その他は年度
末（翌年第１四半期）の値、19年度以前は算

出方法が異なる。（ ）内は世界水準

測定指標

中小企業の資金繰りＤＩ
（季節調整済前期比）

政策軸の予算額

政策軸に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等のう

ち主なもの）

中小企
業の経
営環境

特定商取引に関する相談件数（万件）

商店街の空き店舗率（％）

中小企業
のセーフ
ティネット
の整備、
中心市街
地におけ
る商業の
活性化

区分

補正後予算
（24年度は補正前）

実績値

4,174

関係部分（抜粋）

倒産件数

年月日施政方針演説等の名称

実績値

中小企業の業況判断ＤＩ
（季節調整済前期比）

平成２４年度 経済産業省事後評価書（平成２３年度に実施した政策の評価書）

４．取引・経営の安心

○中小企業の資金繰りに万全を期す。
○商品・サービスを安心して取引できる市場環境を実現する。
○下請取引の適正化を図る。
○ITを安心して利用できる環境を整備する。

政策軸

政策軸の概要

達成すべき目標

（経済産業省23－④）

○中小企業のセーフティネットを整備、中心市街地・商店街における商業の活性化。
○下請代金支払遅延等防止法（下請代金法）の厳格な執行やその普及啓発を行う。
○特定商取引法、割賦販売法のルールを整備・執行する。
○ＩＴ（情報通信技術）セキュリティを向上する。

23年度

実績値

実績値

24年度

333

22年度

843

ＪＩＳマーク認証契約件数

実績値

実績値

実績値消費者安全法に伴う事故情報の通知
（財産事案）

※平成２１年９月消費者庁発足
※平成２３年度は上期のみ

改善指導を受けた親事業者の比率

商品取引に関する相談件数（百件）

実績値

中心市街地活性化基本計画に設定された目
標達成見込率（％）

実績値

クレジット取引に関する相談件数（百件）

情報セキュリティ・
信頼性の確保

実績値

実績値

下請代金支払遅延等防止法に基づく改善指
導

商店
街・中
心市街
地活性

化
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中小企業
のセーフ
ティネット
の整備、
中心市街
地におけ
る商業の
活性化

取引の適
正化

情報セ
キュリ
ティ・信頼
性の確保

政策評価を行う過程において
使用した資料その他の情報

担当部局名

学識経験を有する者の知見
の活用

政策評価実施時期
中小企業庁
商務流通Ｇ

商務情報政策局
作成責任者名 平成24年９月

中小企業庁「中小企業景況調査報告書」「倒産の状況」「商店街実態調査報告書」、マイクロソフト社レポート。

政策評価のあり方を検討する場として「政策評価懇談会」を設置。その議論の結果を踏まえて省としての政策評価体系や評価のあり方
を決定。

中小企業庁参事官
鍛冶 克彦

商務流通Ｇ参事官
木村 陽一
情報政策課長
三又裕生

・我が国のマルウェア感染率は世界水準よりも低く（※）、平成23年
度のマルウェア感染率は前年度から1.4ポイント減少と改善されてい
ることから、本政策の実施が一定の貢献をしたものと考えられる。
（※世界水準は7.1。米国は5.5、韓国は11.1）
・我が国の情報システムの稼働率は、年々増加しており、本政策の
実施が一定の貢献をしたものと考えられる。

中小企業の資金繰りについては、本年６月７日に実施された行政事業レ
ビュー・公開プロセスの「中小企業金融支援」において「抜本的改善」の評決
を受けたところである。信用保証については、金融機関が融資に際して適切
なリスクを取るよう責任共有制度の導入等制度の改善を行ってきたが、今般
の公開プロセスにおける指摘を受けて、信用保証の施策の効果の確認等を
行い、これらを踏まえて、信用保証や政策金融について不断に制度の点検
を実施していく。
また、セーフティネット保証５号については、以下の方針を８月３１日に決定。
「緊急避難的に行ってきたセーフティネット保証５号の全業種指定の運用
について、業況が改善している業種は、本年１１月以降、指定から外すことと
する。」

中心市街地活性化政策については、今般の公開プロセスにおいて、意義や
効果が不明確と指摘され「廃止」と評決されたことを踏まえ、現行の補助金
は廃止し、同時に、「中心市街地活性化法に基づく経済産業省としての支援
の在り方についてゼロベースで検討」とされたことを踏まえ、過去の支援事
業の効果検証を基礎に、中心市街地活性化政策の在り方全体を批判的に
検証し、全く新たな考え方で支援措置を構築する。

商取引に関する相談件数は概ね減少しているが、さらなる商取引の適正化
を目指し、今後の新たな消費者取引に関するトラブルについて対応するため
の実態把握や特定商取引法平成２０年改正法附則に基く施行５年後見直し
を行うための事前調査を行う。

円高や原材料価格の高騰などの影響による厳しい経済状況の中で、中小
企業が親企業から不当なしわ寄せ等を受けないよう、書面調査や立入検査
等により引き続き下請代金法を厳格に執行する必要がある。また、同法の
普及啓発にも引き続き取り組む必要があるが、その際は効果的なターゲティ
ングをするなど、引き続き予算の費用対効果にも留意して実施する。

・平成23年度においては、我が国のマルウェア感染率は世界的に最も低い
水準である（※）。しかしながら、昨今の大手先端企業へのサイバー攻撃に
代表されるように、攻撃手法がますます複合化・複雑化する等、その脅威は
高まっている。こうした中、現状の低い感染率を維持するため、サイバー攻
撃に関する高度解析の枠組みを構築する他、国際連携によるサイバー攻撃
等への対処体制を強化する等、サイバー攻撃等の未然防止や被害を抑制
することで、ＩＴを安心して利用できる環境を整備する。
（※世界水準は7.1。米国は5.5、韓国は11.1）
・年々、社会におけるＩＴの重要性が増してきており、それに伴いシステムの
故障が社会に与える影響も大きくなってきている。この様な状況を踏まえ、シ
ステムの信頼性を向上させ経済社会全体の安全・安心の確保を行うため
に、システムの信頼性を図る尺度の整備やシステム信頼性を向上するため
のツール開発等を行う。

政策軸に
関する評
価結果

平成23年度終了時点の総括目標の達成状況

中小企業の資金繰りについては、中小企業の資金繰りＤＩの改善が
見られることから、本政策の実施が一定の貢献をしたものと考えら
れる。

また、中心市街地活性化基本計画の目標達成見込み率は、やや悪
化の傾向を示しており、必ずしも個別の事業支援の効果が地域全
体に波及しているとは言えないことから、支援のあり方をゼロベース
から見直すこととし、全く新たな考え方で支援措置を構築する

消費者取引については、各種の相談件数の水準が以前に比べ、概
ね減少傾向にあることから、トラブルの実態把握のための調査（クレ
ジット取引や商品先物取引に関する調査）及び消費者への改正割
賦販売法の周知等の実施が、一定の貢献をしたものと考えることが
できる。

下請代金法については、書面調査・立入検査等を昨年度を上回る
件数で実施し、違反行為を行った親事業者に対して改善指導を行っ
た。また、違反の未然防止を目的として講習会を開催。違反を行っ
た者に対しては講習会を受講するよう指導するなど、予算の費用対
効果を高める工夫をしてきたところ。
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